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※合計所得金額とは、「収入」から
　「必要経費など」を控除した額。
　平成30年4月1日以降は、さらに
　「長期譲渡所得に係る特別控除額」
　を控除した額となっています。
★１～５段階の合計所得金額は
「年金収入等に係る雑所得」を控除した
額となります。令和3年度からはさらに
給与所得があり、所得金額調整控除
を受けていない場合は、給与所得から
１０万円を控除した金額となります。

いいえ

第１段階 年額２２，９００円
（基準額×０．２８５）

第２段階 年額３９，０００円
（基準額×０．４８５）

第３段階 年額５５，１００円
（基準額×０．６８５）

第５段階 年額８０，４００円
（基準額×１．０）

第６段階 年額９６，５００円
（基準額×１．２）

第８段階 年額１２０，６００円
（基準額×１．５）

第９段階 年額１３６，７００円
（基準額×１．７）

合計所得金額は

520万円未満ですか？

合計所得金額は

420万円未満ですか？

合計所得金額は

320万円未満ですか？

合計所得金額は

210万円未満ですか？

課税年金収入額と合計

所得金額の合計が80万

円以下ですか？

課税年金収入額と合計
所得金額の合計が120
万円以下ですか？

課税年金収入額と合計

所得金額の合計が80万

老齢福祉年金を
受給しています
か？

生活保護を受給し
ていますか？

同じ世帯に市民
税が課税されて
いる人がいます
か？

市民税が課税され
ていますか？

第４段階 年額７２，４００円

合計所得金額は

120万円未満ですか？

第７段階 年額１０４，５００円
（基準額×１．３）

第10段階 年額１５２，８００円

第11段階 年額１６８，８００円
（基準額×２．１）

第12段階 年額１８４，９００円
（基準額×２．３）

第13段階 年額１９３，０００円
（基準額×２．４）

合計所得金額は

620万円未満ですか？

合計所得金額は

720万円未満ですか？
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